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特 記 仕 様 書 

第１条 適用 

１．斑鳩町が発注する町内各所舗装補修工事の施工においては、 

土木工事共通仕様書（案）（斑鳩町 平成２４年６月） 

土木工事共通仕様書（案）（奈良県県土マネジメント部 平成３１年４月） 

土木工事施工管理基準  （奈良県県土マネジメント部 平成３１年４月） 

土木工事請負必携    （奈良県県土マネジメント部 平成３１年４月） 

道路工事保安設備設置基準（案）（斑鳩町上下水道部下水道課 平成２４年４月） 

斑鳩町が発注する建設工事における元請負及び下請負に係る指針 

                        （斑鳩町 平成２５年４月） 

に示す基準のほか、町内各所舗装補修工事特記仕様書によるものとする。 

２．本特記仕様書は、下記に示す工事に適用する。 

工 事 名  町内各所舗装補修工事 

工事場所  斑鳩町内 

工  期  自 令和 ７年 ５月１９日 

   至 令和 ８年 ３月３１日 

 

第２条 契約 

１．契約は下記項目の単価契約とする。 

（１）取壊工・舗装工 

（２）オーバーレイ（t=3cm） 

（３）オーバーレイ（t=5cm） 

（４）舗装版クラック補修工 

２．各単価は、項目の設計額に請負率を乗じて算出し決定することとする。 

 

第３条 予定発注金額 

１．予定発注金額は、５，０００，０００円程度とする。ただし、左記金額は過去の発

注実績に基づく見込み数量であり、工期内の発注金額を保証するものではない。 

 

第４条 作業時間及び休日 

１．作業時間は、午前９時から午後５時までとし、作業時間を厳守しなければならない。

なお、緊急事態により作業時間が遅延した場合は、ただちに監督員に報告し許可を受

けるとともに適切に対処しなければならない。 

２．休工日は、原則として土曜日・日曜日・祝日とする。ただし、監督員の承認を得て

休工日を変更することができる。 
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第５条 準備作業 

１．受注者は、工事予定場所の近隣住民に対し、工事名、工事内容、交通規制、連絡先

等を記した書面を配布するとともに説明を行った後に施工しなければならない。 

 

第６条 施工管理 

１．受注者は、工事の進捗状況、交通整理員配置状況が把握できる工事工程表を監督員

に書面で提出し、監督員と協議を行うこと。 

 

第７条 安全管理 

１．受注者は、施工計画書、安全管理関係書類等の工事に必要な書類を常時携帯し、監

督員の指示があればすみやかに提示すること。 

２．受注者は、夜間開放時には、保安灯等を設置するものとし、工事期間中は、保安灯、

バリケード等の保守点検を行うこと。 

３．受注者は、積載重量制限を越えて工事用資材等を積み込まず、また積み込ませない

こと。 

４．受注者は、工事の施工に伴い隣接する民家、地権者等に被害が生じないよう充分施

工に留意し、住民からの苦情、トラブルが生じないように努めること。また、万一苦

情やトラブルが発生した場合は、すみやかに監督員へ報告し、誠意をもって対処し解

決すること。 

 

第８条 環境対策 

１．本工事で使用する建設機械については、低騒音型、低振動型建設機械の指定に関す

る規定（平成９年７月３１日建設省告示第１５３６号）に基づき指定された建設機械

を使用するものとする。指定建設機械を使用する場合、受注者は施工計画書にその旨

明記し、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い監督員に提出すること。 

２．セメント及びセメント系固化材による地盤改良及び安定処理等の土砂とセメント及

びセメント細化材を攪拌混合を行う土質を使用する場合は、六価クロム溶出試験を実

施しなければならない。 

３．工事車両については、事故のないように留意し他の車両との通行の妨げになるので

路上駐車させてはならない。運搬経路については、施工計画書に定めた経路を通行し、

道路を汚したときには、直ちに清掃を行うこと。また、作業員の通勤車両にあっては、

駐車場を確保する等、受注者で対処すること。 

４．受注者は、工事による排水を適正に処理しなければならない。 

 

第９条 後片付け 

１．受注者は、町が行う検査について検査の対象物は清掃を行い、検査日及び検査方法

について監督員と協議を行うこと。 
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第１０条 その他 

１．当該工事は、斑鳩町が発注する公共工事であることから、常に経済的かつ効率的な

施工を重視し、不経済及び不効率である内容が判明した場合には、すみやかに監督員

に報告及び協議を行った後に、監督員の指示に従わなければならない。 

２．受注者は下請負に付する場合は、斑鳩町が発注する建設工事における元請負及び下

請負に係る指針（別添）を適用すること。 

３．工事を施工するにあたり、交通整理員を設置する必要がある場合、交通整理員単価

については奈良県単価に請負率を乗じて算出した単価とする。 

 


